
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
農
業
改
良
資
金
に
係
る
償
還
金
の
収
納
事
務
の
委
託 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　

　

一

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

二

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

二

 
公
安
委
員
会

〇
職
員
の
分
限
処
分
（
二
件
） 

三

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

名
取
市
体
育
協
会

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

佐
々
木
敏
克

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

名
取
市
植
松
一
丁
目
一
番
二
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

協
会
は
、
名
取
市
民
の
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
及
び
健
康
増
進
に
関
す
る
業
務

を
行
い
、
快
適
な
ス
ポ
ー
ツ
環
境
を
提
供
し
な
が
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
を
核
と
し
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
促
進
、
豊
か
な
高
齢
化
社
会
の
創
造
及
び
青
少
年
の
健
全
育
成

等
、
明
る
く
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た
名
取
市
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

（1）　 平成23年５月６日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2253号　　 
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事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
五
〇
〇
三
二
六

〇
四
一
二
六
〇
〇
二
〇
七

〇
四
一
五
五
〇
〇
七
八
四

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

気
仙
沼
市
マ
ザ
ー
ズ

ホ
ー
ム

気
仙
沼
市
潮
見
町
三
番

三
十
四
号

バ
ン
ビ
の
杜
利
府

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字

新
前
谷
地
五
十
七
番
地

一ふ
ぉ
れ
す
と
あ
ゆ
み

仙
台
市
泉
区
南
光
台
南

三
丁
目
三
十
四
番
地
六

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ

ス生
活
介
護

自
立
訓
練
（
生
活

訓
練
）

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

気
仙
沼
市
社
会

福
祉
協
議
会

株
式
会
社
Ｅ
ｃ

ｏ　

Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ

特
定
非
営
利
活

動
法
人
あ
ゆ
み

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
五
〇
〇
〇
九
四

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

気
仙
沼
市
マ
ザ
ー
ズ

ホ
ー
ム

気
仙
沼
市
潮
見
町
三
番

三
十
四
号

廃
止
し
た
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ

ス

設
置
者
名

気
仙
沼
市

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日



　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
業
改
良
資
金

に
係
る
償
還
金
の
収
納
事
務
を
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

柴
田
郡
柴
田
町
西
船
迫
一
丁
目
十
番
地
の
三　
　
　
　
　
　
　

み
や
ぎ
仙
南
農
業
協
同
組
合

　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
東
二
丁
目
十
五
番
地
の
二　
　
　
　
　

仙
台
農
業
協
同
組
合

　
　

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
田
沢
字
遠
原
三
十
六　
　
　
　
　
　
　
　

み
や
ぎ
亘
理
農
業
協
同
組
合

　
　

名
取
市
増
田
一
丁
目
十
二
番
三
十
六
号　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
取
岩
沼
農
業
協
同
組
合

　
　

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
南
三
丁
目
六
番
地
の
二　
　
　
　
　
　
　

あ
さ
ひ
な
農
業
協
同
組
合

　
　

大
崎
市
古
川
北
町
三
丁
目
十
番
三
十
六
号　
　
　
　
　
　
　
　

古
川
農
業
協
同
組
合

　
　

大
崎
市
岩
出
山
下
野
目
字
二
ツ
屋
三
十
九
番
地　
　
　
　
　
　

い
わ
で
や
ま
農
業
協
同
組
合

　
　

遠
田
郡
美
里
町
字
素
山
町
一
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
ど
り
の
農
業
協
同
組
合

　
　

栗
原
市
志
波
姫
堀
口
見
渡
二
番
地
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栗
っ
こ
農
業
協
同
組
合

　
　

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中
江
三
丁
目
九
番
地
の
一　
　
　
　
　
　

み
や
ぎ
登
米
農
業
協
同
組
合

　
　

石
巻
市
中
里
五
丁
目
一
番
十
二
号　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
し
の
ま
き
農
業
協
同
組
合

　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
大
森
一
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

南
三
陸
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
西
堀
添
大
縄
場
八
一
の
四

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

風
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
�
　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
馬
場
一

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
蔵
王
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
真
坂
土
地
改
良
区
役

員
の
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
六
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

吉　
　

田　
　

祐　
　

幸　
　
　

　

退
任
し
た
者

第2253号　平成23年５月６日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

退

任

年

月

日

平
成
二
十
三
年
四
月
十
七
日

氏　
　
　

名

阿　

部　
　

敏

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

栗
原
市
一
迫
北
沢
大
沢
十
一
番
地

役
職
名

理　

事



公
安
委
員
会

（3）　 平成23年５月６日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2253号　　 

〇
宮
城
県
警
察
本
部
告
示
第
26号

　
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
26年

宮
城
県
条
例
第
51号

）
第
２
条
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
23年

３
月

12日
、
宮
城
県
警
部
補
　
堀
越
　
政
行
を
平
成
24年

３
月
11日

ま
で
の
間
休
職
と
し
た
。
休
職
期
間
中
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
32年

宮
城
県
条
例
第
29号

）
第
23条

第
５
号
の
規
定
に
よ
り
、
給
料
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、

住
居
手
当
、
期
末
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
100分

の
100を

給
す
る
。

　
　
平
成
23年

５
月
６
日

 
宮
城
県
警
察
本
部
長
　
　
竹
　
　
内
　
　
直
　
　
人
　
　
　

〇
宮
城
県
警
察
本
部
告
示
第
27号

　
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
26年

宮
城
県
条
例
第
51号

）
第
２
条
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
23年

３
月

12日
、
宮
城
県
巡
査
部
長
　
門
馬
　
勝
彦
を
平
成
24年

３
月
11日

ま
で
の
間
休
職
と
し
た
。
休
職
期
間
中
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
32年

宮
城
県
条
例
第
29号

）
第
23条

第
５
号
の
規
定
に
よ
り
、
給
料
、
扶
養
手
当
、
地
域
手

当
、
住
居
手
当
、
期
末
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
100分

の
100を

給
す
る
。

　
　
平
成
23年

５
月
６
日

 
宮
城
県
警
察
本
部
長
　
　
竹
　
　
内
　
　
直
　
　
人
　
　
　


